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※この冊子の内容は、2023年4月時点のものですが、今後、制度が改正される
可能性がありますので、高額療養費制度を利用される際には、加入している
健康保険（国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合）にお問い
合わせください。
また、医療費の支払いのことや利用できる社会保障などについては、病院の
医事課や医療相談窓口でも相談できます。

医療機関名

1-5-6613（第1刷）
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2 はじめに

はじめに

このガイドブックでは、がん治療を受ける患者さんが安心して治療を
受けられるように、治療にかかる費用およびその費用に対する各種給付制度
などについて、解説しています。
患者さんの病状や治療内容、経過、年齢、所得、居住地などによって、

受けられる給付が異なりますので、ご自身が給付の条件にあてはまるか
どうかのチェックにご活用ください。
高額な治療を受ける際に、その負担を軽減するための制度がいくつか整備

されています。
月々の費用を軽減できる制度として、高額療養費制度があります。
また、年間の費用を軽減する制度として、高額医療・高額介護合算療養費

制度や医療費控除があります。会社にお勤めの方には、傷病手当金制度、
また年金加入の方には、障害年金があります。多くの場合、これらの制度の
利用には申請が必要です。
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4 高額療養費制度

負担
割合 適用区分

自己負担限度額

1～3回 4回目以降

3割

年収約1,160万円～
●	健保：標準報酬月額83万円以上
●	国保：旧ただし書き所得901万円超

ア
252,600円＋

（医療費－842,000円）×1％
140,100円

年収約770万円～約1,160万円
●	健保：標準報酬月額53万円～79万円
●	国保：旧ただし書き所得600万～
　　　　901万円

イ
167,400円＋

（医療費－558,000円）×1％
93,000円

年収約370万円～約770万円
●	健保：標準報酬月額28万円～50万円
●	国保：旧ただし書き所得210万～
　　　　600万円

ウ
80,100円＋

（医療費－267,000円）×1％
44,400円

～年収約370万円
●	健保：標準報酬月額26万円以下
●	国保：旧ただし書き所得210万円以下

エ 57,600円 44,400円

住民税非課税者 オ 35,400円 24,600円
注	1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の
医療機関等での自己負担（69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です）を合算することが
できます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

高額療養費制度

1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が一定の金額（自己負担限度額、
表参照）を超えた場合、それ以上は支払わなくてもよい、あるいは窓口で
支払った後に戻ってくる制度です。
ただし、入院時の食事療養に係る標準負担額や差額ベッド代、先進医療に

かかる費用、診断書料金などの保険外負担は高額療養費の対象となる費用に
含まれません。
１年間（直近の12ヵ月）に４回以上、高額療養費の支給を受ける場合、

４回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額は下がります。

同一月（1日～末日）ごとに、病院ごとにかかる自己
負担額が21,000円以上のものに限り（通院と入院
は別計算、医科と歯科は別計算）合算されます。

70歳未満
の場合
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5高額療養費制度

負担
割合 適用区分

自己負担限度額

通院
（個人ごと）

通院＋入院（世帯ごと）

1～3回 4回目以降

3割
現
役
並
み

年収約1,160万円～
●	標準報酬月額83万円以上
●	課税所得690万円以上

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

140,100円

年収約770万円～約1,160万円
●	標準報酬月額53万円以上
●	課税所得380万円以上

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

93,000円

年収約370万円～約770万円
●	標準報酬月額28万円以上
●	課税所得145万円以上

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

44,400円

2割

一
般

年収156万円～約370万円
●	標準報酬月額26万円以下
●	課税所得145万円未満等

18,000 円
（ 年 144,000 円 ） 57,600円 44,400円

住
民
税

非
課
税
等

Ⅱ	住民税非課税世帯
8,000円

24,600円
Ⅰ	住民税非課税世帯
　（年金収入80万円以下など） 15,000円

注	1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の
医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の
支給対象となります。

同一月（1日～末日）ごとに、病院ごとにかかる自己
負担額（通院と入院は別計算、医科と歯科は別計算）
が合算されます。
●	年収約370万円以上の現役並み所得区分に
ついては、70歳未満の場合と同様に細分化した
上で限度額が引き上げになります。

自己負担限度額は、年齢や所得などにより異なります。

70歳～74歳
の場合
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6

高額療養費制度（つづき）

75歳以上
の場合

負担
割合 適用区分

自己負担限度額

通院
（個人ごと）

通院＋入院（世帯ごと）

1～3回 4回目以降

3割
現
役
並
み

年収約1,160万円～
●	標準報酬月額83万円以上
●	課税所得690万円以上

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

140,100円

年収約770万円～約1,160万円
●	標準報酬月額53万円以上
●	課税所得380万円以上

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

93,000円

年収約370万円～約770万円
●	標準報酬月額28万円以上
●	課税所得145万円以上

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

44,400円

2割
一
般
Ⅱ

年収156万円～約370万円
●	標準報酬月額26万円以下
●	課税所得145万円未満等
以下の（1）（2）の両方に該当する場合
（1）	同じ世帯の被保険者の中に住民税課税

所得が28万円以上の方がいる
（2）	同じ世帯の被保険者の「年金収入」＋
「その他の合計所得金額」の合計額が、
被保険者が世帯に1人の場合は200万
円以上、世帯に2人以上の場合は合計
320万円以上である

6,000円 +
（医療費－30,000円）

×10％
または18,000円の
いずれか低い方　

（ 年 144,000 円 ）

57,600円 44,400円

1割

一
般
Ⅰ
上記		一般Ⅱ	以外の方 18,000 円

（ 年 144,000 円 ）
57,600円 44,400円

住
民
税

非
課
税
等

Ⅱ	住民税非課税世帯
8,000円

24,600円
Ⅰ	住民税非課税世帯
　（年金収入80万円以下など） 15,000円

注	1つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の
医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の
支給対象となります。
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7高額療養費制度

支給を受けるには
事前に、加入している健康保険組合や全国健康保険協会（協会けんぽ）、

自治体の国民健康保険窓口で「限度額適用認定証」をもらって医療機関に
提出してください。窓口の支払いが、自己負担限度額の範囲内の約8万～9万円
程度＊1で済みます。
＊1	 あくまでも一般的な一例で、所得区分で異なります。
	 ただし「限度額適用認定証」の提出が必要ない場合もありますので、健康保険組合に確認してください。

治療後に払い戻しを受けることもできます
事前手続きによる「限度額適用認定証」が利用できない場合、すでに支払いが

済んでいても、申請＊2によって、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを
受けることができます。
＊2	 申請してから払い戻しを受け取るまでの期間は約３ヵ月です。また申請の時効は２年となっています。

さらなるご負担を軽減する仕組み
高額療養費には「世帯合算」という特例があり、1ヵ月の自己負担額が

21,000円（家族が全員70歳未満）を超えた人が家族の中に複数いる場合
は、その医療費を合計して申請できます。
この世帯合算を利用すれば、1人分の医療費では高額療養費の限度額に

まで届かなくても、家族の医療費をまとめて申請できます。
70歳未満の方は、１ヵ月21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象となりますが、70歳以上の方は、
金額に関わらず全ての自己負担額を合算できます。
世帯合算は世帯で健康保険に加入している方が対象となります。したがって、たとえば夫婦共働きの方
などで、別々の健康保険に加入している場合は適用になりません。

手続き（窓口）
窓口は加入している健康保険によって異なります。国民健康保険に加入

されている方は市区町村の国民健康保険の窓口へ、健康保険の方は各健康
保険組合や協会けんぽ、各共済組合などの窓口にお問い合わせください。
国民健康保険の場合：患者さんと同じ住民票の家族が代わりに限度額適用認定を申請できます。
（国民健康保険被保険者証と本人確認書類などが必要）
健康保険組合は、給付内容が異なる場合がありますので、健康保険組合に確認してください。
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8 高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・
高額介護合算療養費制度

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年８月１日～翌年７月31日
の１年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、一定の金額
（高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額、表参照）を超えた
場合に、その超えた金額が支給されます。
自己負担限度額は世帯員の年齢や所得によって異なります。

適用区分
75歳以上 70～74歳が

いる世帯（注2）
70歳未満が
いる世帯（注2）

介護保険
＋

後期高齢者医療

介護保険
＋

被用者保険又は国民健康保険
年収約1,160万円～
●	標準報酬月額83万円以上
●	課税所得690万円以上

212万円 212万円 212万円

年収770万円～1,160万円
●	標準報酬月額53～79万円
●	課税所得380万円以上

141万円 141万円 141万円

年収370万円～770万円
●	標準報酬月額28～50万円
●	課税所得145万円以上

67万円 67万円 67万円

一般（年収156万円～370万円）
●	健保：標準報酬月額26万円以下
●	国保・後期：課税所得145万円未満（注1）

56万円 56万円 60万円

市町村民税世帯非課税 31万円 31万円
34万円市町村民税世帯非課税

（所得が一定以下） 19万円（注3） 19万円（注3）

注1	 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び旧ただし書き所得の合計
額が210万円以下の場合も含みます。

注2	 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を
適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。

注3	 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
平成30年8月分から

手続き（窓口）
介護保険（市区町村）の窓口へ申請して、介護保険の自己負担額証明書の

交付を受けます。これを添付して医療保険の保険者に申請します。申請窓口は
介護保険を受けている方が7月31日現在に加入している医療保険によって
異なります。国民健康保険に加入されている方は市区町村の国民健康保険の
窓口へ、健康保険の方は各健康保険組合や協会けんぽ、各共済組合などの
窓口にお問い合わせください。
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9医療費控除

医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間で自分自身や家族のために支払った
医療費が10万円を超えた場合に、確定申告を行うことによって所得税が減税
される制度です。

医療費控除の対象となる金額の計算式
医療費控除が受けられるのは…

確定申告をしていない人の場合、５年前までさかのぼって還付申告できます。

家族全員の年間医療費が
10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない方の額を超えたとき！

１年間に支払った
医療費の
世帯合計金額
（1月1日～
12月31日）

健康保険から
支給された金額、
民間保険から
支払われた
保険金

10万円
（総所得金額が
200万円未満
の人は所得の
5%）

医療費控除額
（最高200万円）－ － ＝

医療費控除を受けるには

①医療費控除を受けるには、最寄りの税務署に確定申告書を提出するか、
インターネットで電子申告（e-Tax）が必要です。

②確定申告には、確定申告書にマイナンバーを記入し、医療費控除の
明細書（医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって
記入を簡略化できます。）を添付して提出します。（税務署に持参する
場合は本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。）
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10 医療費控除

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）参考

2017年1月1日から2026年12月31日までの間で特定の医薬品
購入に対する税制「セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）」が
施行されています。
「セルフメディケーション税制」は、健康診断＊1などを受けている方が、
対象となる市販薬（OTC医薬品＊2）を1年間に12,000円以上購入した
場合、12,000円を超えた金額が88,000円を限度として所得控除を受け
られる制度です。
「セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）」を利用するには
確定申告をする必要があります。また、これまでの医療費控除とセルフ
メディケーション税制の両方を利用することはできません。
＊1	 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
＊2	 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品（類似の医療用医薬品が

医療保険給付の対象外のものを除く。）

手続き（窓口）
最寄りの税務署などへ行くか、インターネットを使って、基本的に毎年

2月16日から3月15日までに前年分の確定申告を行います。

［領収書を保管しておきましょう！］

医療費控除（つづき）
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11傷病手当金制度

傷病手当金制度

病気で4日以上連続して仕事を休んだ場合に支給されます。
健康保険に加入している方が、病気やけがの療養のために会社等を連続して

4日以上休んだ場合に、4日目以降、標準報酬日額＊1の3分の2＊2が支給される
制度です。
なお、休んでも給与等がもらえる場合には、その給与等が傷病手当金の

額より少ないときだけ、その差額が支給されます。
＊1	 標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額（10円未満四捨五入）です。標準報酬月額は、

４月・５月・６月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の９月から
翌年の８月までの標準報酬月額を決定します。

＊2	 給付金額は、各健康保険組合や共済組合などによって異なります。

手続き（窓口）
窓口は加入している被用者保険によって

異なります。各健康保険組合や協会けんぽ、
各共済組合などの窓口にお問い合わせ
ください。
受けられる期間は、支給が開始された日

から通算して1年6ヵ月です。
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12 障害年金

障害年金

障害を負ったことで、生活や仕事が制限されるようになった場合に年金加入者
に対して支給される制度です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、国民年金の被保険者には

「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」が支給されます。
現在、被保険者でなくても、初診日に加入していた場合は受給できる可能性が

あります。

手続き（窓口）
障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の

「ねんきんダイヤル」（ナビダイヤル0570-05-1165＊）に電話または、年金
事務所やお近くの年金相談センターなどに事前に相談することをお勧めします。
ご相談後、障害基礎年金はお住まいの市区町村役場または年金事務所、
障害厚生年金はお近くの年金事務所に、「年金請求書」と添付書類を提出して、
請求の手続きを行います。
＊	「050」で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165

障害基礎年金は国民年金の加入者
に対し支給されます。国民年金の
被保険者となる前（20歳未満）や
被保険者資格を失った後（60歳以上
65歳未満）である場合でも支給対象
となります。受給には一定の条件が
必要です。

障害基礎年金

●	初診日（障害の原因となった病気やけが
について、初めて医師の診察を受けた日）
に国民年金に加入していた。

●	初診日のある月の前々月までの公的年金
の加入期間の2/3以上の期間について、
保険料が納付又は免除されていること。

●	障害認定日（初診日から1年6ヵ月経過
した日）時点で、制度で定められている
障害の等級が1～2級に該当している
こと。

受給条件

障害厚生年金は一定の要件を満たした
厚生年金加入者に支給されます。
※	平成27年10月１日から、共済年金は厚生年金
に統一されました。

障害厚生年金※

1～2級の場合は、障害基礎年金に障害厚生年金
を加えた金額が支給され、3級の場合は、障害厚生
年金だけが支給されます。年金の額は、平均
標準報酬額と年金加入月数により異なります。

●	初診日に厚生年金に加入していた。
●	初診日のある月の前々月までの公的年金
の加入期間の2/3以上の期間について、
保険料が納付又は免除されていること。

●	障害認定日（初診日から1年6ヵ月経過
した日）時点で、制度で定められている
障害の等級が1～3級に該当している
こと。

受給条件
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13ベクティビックス®による大腸がんの治療における高額療養費制度の利用について

ベクティビックス®による大腸がんの
治療における高額療養費制度の利用について

ベクティビックス®による治療は、単独又は他の薬剤との併用で行います。
ベクティビックス®は、患者さんの体重に応じて投与量が決められます。
患者さんの体重によって必要なベクティビックス®の本数が異なるため、
必要な薬剤費も異なります。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

【ベクティビックス®投与スケジュールの例】
週 1 2 3 4 5 6 7

ベクティビックス® 投与 投与 投与 投与

1サイクル2週間

● ベクティビックス®を外来で月に2回投与した場合の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の場合
下記の表は、ベクティビックス®の自己負担額のみを記しています。それ

以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊1。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。
体重［1kg 単位で計算］ 33kg以下 34～50kg 51～66kg 67～83kg 84～100kg
1回の治療に必要な

ベクティビックス®の薬剤費（本数）
158,308円
（2本）

237,462円
（3本）

316,616円
（4本）

395,770円
（5本）

474,924円
（6本）

ベクティビックス®にかかる
薬剤費 316,616円 474,924円 633,232円 791,540円 949,848円

70歳未満
及び

70歳以上＊2

3割負担 94,980円 142,480円 189,970円 237,460円 284,950円
高額療養費
適用後の
自己負担額

80,600円 82,180円 83,760円 85,350円 86,930円

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊2	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。
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14 カボメティクス®による腎細胞がん・肝細胞がんの治療における高額療養費制度の利用について

カボメティクス®による腎細胞がん・肝細胞がんの
治療における高額療養費制度の利用について

カボメティクス®は成人では通常、1日1回60mg を毎日服用します。
また、カボメティクス®は、腎細胞がんの患者さんの場合、ニボルマブ

（免疫チェックポイント阻害薬）と併用することがあります。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

● カボメティクス®による腎細胞がん・肝細胞がん治療の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の場合
下記の表は、カボメティクス®の自己負担額のみを記しています。それ
以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊1。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。

カボメティクス®錠 60mg 40mg 20mg
カボメティクス®にかかる薬剤費
1錠/日×30回投与（60mg,20mg）
20mgを2錠/日×30回投与（40mg）

669,990円 480,456円 240,228円

70歳未満
及び

70歳以上＊2

3割負担 201,000円 144,140円 72,070円
高額療養費
適用後の
自己負担額

84,130円 82,230円 ―

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊2	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。
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15ゼジューラ®による卵巣がんの治療における高額療養費制度の利用について

ゼジューラ®による卵巣がんの
治療における高額療養費制度の利用について

ゼジューラ®は、成人では通常、100mg を2カプセルまたは錠、1日1回
服用します。ただし、体重が77kg 以上かつ血小板数が150,000/μL 以上
の方は、100mgを3カプセルまたは錠、1日1回服用します。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

● ゼジューラ®による卵巣がん治療の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の場合
下記の表は、ゼジューラ®の自己負担額のみを記しています。それ

以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊1。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。

体重 77kg 未満 77kg 以上
１日１回の服用数 2カプセルまたは錠 3カプセルまたは錠

ゼジューラ®にかかる薬剤費 622,212円 933,318円

70歳未満
及び

70歳以上＊2

3割負担 186,660円 280,000円
高額療養費
適用後の
自己負担額

83,650円 86,760円

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊2	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。
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16 アルンブリグ®による肺がんの治療における高額療養費制度の利用について

アルンブリグ®による肺がんの
治療における高額療養費制度の利用について

アルンブリグ®は成人では通常、1日1回90mgを7日間服用し、8日目から
1日1回180mgを継続して服用します。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

● アルンブリグ®による肺がん治療の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の場合
下記の表は、アルンブリグ®の自己負担額のみを記しています。それ

以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊1。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。

アルンブリグ®錠 180mg1） 120mg2） 90mg3） 60mg4）

アルンブリグ®に
かかる薬剤費 695,880円 473,496円 347,940円 251,112円

70歳未満
及び

70歳以上＊2

3割負担 208,760円 142,050円 104,380円 75,330円
高額療養費
適用後の
自己負担額

84,390円 82,160円 80,910円 ―

1）	1日180mg（90mgを2錠 /日）	 2）	1日120mg（90mgと30mgを1錠ずつ /日）
3）	1日90mg（90mgを1錠 /日）	 4）	1日60mg（30mgを2錠 /日）

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊2	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。
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17アドセトリス®による血液がんの治療における高額療養費制度の利用について

未治療の CD30陽性ホジキンリンパ腫の成人患者さんの場合
アドセトリス®の投与方法は、未治療の CD30陽性ホジキンリンパ腫の
患者さんの場合、アドセトリス®とドキソルビシン塩酸塩、ビンブラスチン
硫酸塩、ダカルバジンの4剤を、2週間に1回、最大12回点滴します。
アドセトリス®は、成人患者さんの体重に応じて投与量が決められます。その

ため、患者さんの体重によって１回の点滴に必要なアドセトリス®の本数は
異なります。それに応じて薬剤費も異なります。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

● アドセトリス®を月に2回投与した場合の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の成人患者さん＊1の場合
下記の表は、アドセトリス®の自己負担額のみを記しています。それ

以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊2。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。

体重 42kg未満 42kg以上～
84kg未満 84kg以上

１回の治療に必要なアドセトリス®の
薬剤費（本数）

474,325円
（1本）

948,650円
（2本）

1,422,975円
（3本）

アドセトリス®にかかる薬剤費 948,650円 1,897,300円 2,845,950円

70歳未満
及び

70歳以上＊3

3割負担 284,600円 569,190円 853,790円
高額療養費
適用後の
自己負担額

86,920円 96,400円 105,890円

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫小児患者さんのアドセトリス投与量は体表面積に応じて決め

られます。
＊2	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊3	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。

アドセトリス®による血液がんの
治療における高額療養費制度の利用について

小児の医療費助成は各自治体により異なるため、お住いの自治体へお問い合わせください。
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18 アドセトリス®による血液がんの治療における高額療養費制度の利用について

未治療の CD30陽性末梢性 T 細胞リンパ腫の成人患者さんの場合
アドセトリス®の投与方法は、未治療のCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫の

患者さんの場合、アドセトリス®とシクロホスファミド水和物、ドキソルビシン
塩酸塩、プレドニゾロンの4剤を、3週間に1回、最大8回点滴します。
アドセトリス®は、患者さんの体重に応じて投与量が決められます。そのため、

患者さんの体重によって１回の点滴に必要なアドセトリス®の本数は異なり
ます。それに応じて薬剤費も異なります。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

● アドセトリス®を月に1回投与した場合※の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の場合　※3週に１回の投与なので、１ヵ月に２回投与することがあります。

下記の表は、アドセトリス®の自己負担額のみを記しています。それ
以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊1。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。

体重 28kg未満 28kg以上
～56kg未満

56kg以上
～84kg未満 84kg以上

１回の点滴に必要なアドセトリス®の
本数 1本 2本 3本 4本

アドセトリス®にかかる薬剤費 474,325円 948,650円 1,422,975円 1,897,300円

70歳未満
及び

70歳以上＊2

3割負担 142,300円 284,600円 426,890円 569,190円
高額療養費
適用後の
自己負担額

82,170円 86,920円 91,660円 96,400円

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊2	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。

小児の医療費助成は各自治体により異なるため、お住いの自治体へお問い合わせください。
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19アドセトリス®による血液がんの治療における高額療養費制度の利用について

再発又は難治性の CD30陽性ホジキンリンパ腫及び
末梢性 T 細胞リンパ腫の患者さんの場合
アドセトリス®の投与方法は、再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫
及び末梢性T細胞リンパ腫の患者さんの場合、アドセトリス®の単独投与で、
3週間に1回点滴します。
アドセトリス®は、患者さんの体重に応じて投与量が決められます。そのため、
患者さんの体重によって１回の点滴に必要なアドセトリス®の本数は異なり
ます。それに応じて薬剤費も異なります。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

● アドセトリス®を月に1回投与した場合※の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の場合　※3週に１回の投与なので、１ヵ月に２回投与することがあります。

下記の表は、アドセトリス®の自己負担額のみを記しています。それ
以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊1。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。

体重 28kg未満 28kg以上
～56kg未満

56kg以上
～84kg未満 84kg以上

１回の点滴に必要なアドセトリス®の
本数 1本 2本 3本 4本

アドセトリス®にかかる薬剤費 474,325円 948,650円 1,422,975円 1,897,300円

70歳未満
及び

70歳以上＊2

3割負担 142,300円 284,600円 426,890円 569,190円
高額療養費
適用後の
自己負担額

82,170円 86,920円 91,660円 96,400円

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊2	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。

小児の医療費助成は各自治体により異なるため、お住いの自治体へお問い合わせください。
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20 ニンラーロ®による多発性骨髄腫の治療における高額療養費制度の利用について

多発性骨髄腫における維持療法（単剤療法）
維持療法では、4週間（28日間）を1サイクルとして第1～3週の第1日目に

服用し、第4週は服用しません。通常、第1～4サイクルまでは3mgカプセルを、
第5サイクル以降は4mgカプセルを服用します※。原則、26サイクル（24ヵ月）
まで継続します。
※	患者さんの状態によっては、おくすりの量を減らすこともあります。

再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する経口3剤併用療法
経口3剤併用療法では、ニンラーロ®、レブラミド®、デキサメタゾンの3剤を、
4週間（28日間）を1サイクルとして服用します。
ニンラーロ®は1サイクルの中で、第1～3週目の第1日目に1カプセル
服用します。第4週目は、服用しません。
● ニンラーロ®による多発性骨髄腫治療の1ヵ月あたりの医療費
 年収約370万円～770万円の場合
下記の表は、ニンラーロ®の自己負担額のみを記しています。それ
以外の薬剤費、検査費、診察費などの医療費が別途かかります＊1。実際に会計
窓口で支払う一部負担金額、高額療養費適用後の自己負担額は下記の表とは
異なります（詳細はp.4～7をご参照ください）。

ニンラーロ®カプセル 4mg 3mg 2.3mg
ニンラーロ®にかかる薬剤費
1カプセル/日×3回投与 491,596.2円 376,920.0円 294,919.2円

70歳未満
及び

70歳以上＊2

3割負担 147,480円 113,080円 88,480円
高額療養費
適用後の
自己負担額

82,350円 81,200円 80,380円

適用区分が標準報酬月額28万円以上（年収約370万円～）の場合を示しています。
70歳未満で適用区分が標準報酬月額26万円以下（～年収約370万円）の場合の自己負担限度額は57,600円
です。
70歳以上で適用区分が一般・住民税非課税等は、高額医療費の計算方法と自己負担限度額は外来と入院
とで異なります。
医療費（薬剤料を含む）の負担割合や自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
窓口で支払う一部負担金の5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げと
なります。
＊1	 DPC病院などの入院費用では、「診断群分類ごとの1日当たりの包括評価（入院基本料、検査、投薬、

注射、画像診断など）」+「出来高評価 ( 手術、麻酔、内視鏡検査、カテーテル検査、リハビリなど )」+
「入院時食事療養費など」で算定されます。

＊2	 それぞれの年齢層における一部負担（自己負担）割合は、以下のとおりです。
・	70歳未満の者は「3割」です。6歳（義務教育就学前）未満の者は「2割」です。
・	70歳から74歳までの者は「2割」です。ただし現役並み所得者は「3割」です。
・	75歳以上の者は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。「1割」は一般所得者や住民税非課税世帯の方、
「2割」は一定以上所得のある方、「3割」は現役並み所得者です（令和4年10月1日から施行）。

ニンラーロ®による多発性骨髄腫の
治療における高額療養費制度の利用について
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2023年4月作成

この冊子は2023年4月現在の制度に基づいて作成しています。

がん患者さんのための
医療制度ガイドブック

宮田佳代子監修
国立がん研究センター中央病院 相談支援センター 社会福祉士

ベクティビックス®の
投与を受ける患者さんへ

カボメティクス®を
服用される患者さんへ

ゼジューラ®を
服用される患者さんへ

アルンブリグ®を
服用される患者さんへ

アドセトリス®の
投与を受ける患者さんへ

ニンラーロ®を
服用される患者さんへ

【参考資料】
●厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/
kougakuiryou/index.html
●全国健康保険協会（協会けんぽ）ホームページ「こんな時に健保」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/
●国税庁ホームページ「No.1120医療費を支払ったとき（医療費控除）」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
●日本年金機構ホームページ「障害年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
●厚生労働省ホームページ「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf

※この冊子の内容は、2023年4月時点のものですが、今後、制度が改正される
可能性がありますので、高額療養費制度を利用される際には、加入している
健康保険（国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合）にお問い
合わせください。
また、医療費の支払いのことや利用できる社会保障などについては、病院の
医事課や医療相談窓口でも相談できます。

医療機関名

1-5-6613（第1刷）
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